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論　　説

特許ライセンス活動の実態分析（中国・欧州特許）

　抄　録　主要な特許情報データベースには，不完全ではあるものの，各国の諸制度に基づいた様々
な種類の特許ライセンス情報が格納されている。特に，中国及び欧州（ドイツ・イギリス）の特許情
報には，其々全く異なる種類の情報ではあるが，ライセンス活動の特定の側面の理解に非常に有意義
な情報が多く蓄積されている。本稿ではこれらの特許ライセンス情報を対象に，ライセンス情報が登
録される背景とともにその実態（関係主体，主要技術分野等）を分析した。中国のライセンス情報か
らは，他の国では容易に観察できない多くの特許ライセンス実態を垣間見ることができる。欧州のラ
イセンス情報（License Of Right）からは，特許権のライセンスアウト活用意向を確認できる。
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1 ．	はじめに

厳しい競争環境に置かれる企業において，技
術開発の効率化のために，オープンイノベーシ
ョンを志向した知財マネジメントの重要性が認
識されるようになって久しい１）。こうしたなか
自前主義（自社出願，自社活用）中心の知財マ
ネジメントから，社外リソースの活用（知財売
買やライセンスイン・アウト）を積極的に組み

入れた知財マネジメントへの移行を模索する企
業も多い。この社外リソースの活用を推進する
にあたり，その実態分析に関する研究成果を確
認することは非常に有益といえる。
これまで知財売買の実態分析はいくつかの研
究成果が発表されている一方で２），３），ライセン
ス活動の実態を広く業界全体を俯瞰して分析さ
れることは少ない。これは，通常特許のライセ
ンス活動は，基本的には秘匿する傾向の強い情
報である為である。しかしながら，特許に関わ
る法制度及びその運用は各国独特のものが存在
しており，国によっては，特定のライセンス活
動の側面を網羅的に確認できる程度の情報が特
許情報として蓄積されるケースがある。
本稿では，ライセンス活動の特定の側面の理
解に非常に有意義な情報が多く蓄積された，中
国・欧州の特許ライセンス情報に着目し，ライ
センス活動の実態分析を進める。本稿により，
業界や企業に対するライセンス活動の分析が，
公開された特許情報を基に実現できる一方で，
＊  2014年度　The Second Subcommittee, Information 
Search Committee
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他社からも分析されるリスクが同時に存在する
点を周知する機会となることを期待する。

2 ．	分析対象

本章では，次章以降での分析結果のもととな
る各国の分析母集団について，ライセンス情報
が登録される背景とともに詳述する。

2．1　中国のライセンス情報

中国のライセンス情報の分析（本稿３章）では，
知識産権出版社有限責任公司（以後，IPPH）４） 

が発行する法律状態データのうち，法律状態が
「特許実施許諾契約」にあたる特許を抽出し分
析する。この「特許実施許諾契約」にあたる特
許は，執筆時点（2014年12月時）において３万
件強（実用新案にあっては６万件弱）の数が
IPPHからの情報として開示されており，特許
ライセンス情報の登録を要請するような他国
（登録対抗制度を有する国等）の件数と比べて
も非常に多い数字となっている。通常，登録対
抗制度が規定されている場合でも，企業の秘密
保護の観点から実際に登録されることは少ない
（日本の通常実施権の設定登録数は４千件弱／
登録中間コード；R315201の件数）。
この中国での特許ライセンス情報の登録件数
の多さには，大きく２つの背景があると想定さ
れる。１つは，特許ライセンスに基づく外国人
への海外送金の証明材料として，中国特許庁の
ライセンス登録証が必要と懸念されていた点で
ある５）。ただこの情報の根拠とも想定される外
国為替規制は，2014年９月の大幅緩和により，
「不利益を生じえない法状況」へと変わったと
されており６），今後状況の注視が必要である。
もう一方の背景では，ハイテク企業認定７）の
影響が大きいことが想定される。このハイテク
企業認定では，内国人は特許権または独占的実
施権を有する証明書を提出することにより，税
制上の優遇が得られる。従って中国では，内国

人，外国人別の理由に基づくものの，他国では
通常容易に観察できない多くの特許ライセンス
実態に関わる状況を分析できると考えられる。
本稿の分析対象となる母集団は，2014年12月

時に「PatentSQUARE/中国」８）を用いて抽出
した，1991年以降に出願された特許（実用新案
は含めない）のうち法律状態が「特許実施許諾
契約（法律状態区分：14）」にあたる特許32,080
件である。IPPHの法律状態データもPatent 
SQUAREに格納されたデータを利用している。

2．2　欧州のLicense	Of	Right（LOR）情報

欧州のライセンス情報（本稿４章）では，ド
イツ及びイギリスでLicense Of Right宣言を行
った登録特許を抽出し分析する。
License Of Right（以後，LOR）とは，特許

権者がライセンス提供の用意がある旨を宣言す
ることと引き換えに特許料の減額という恩恵を
受けられる制度である。また同制度では，ライ
センス希望者の申請に応じて行政が実施料を決
定するという，ライセンス契約締結のための制
度的保障も併せて規定されている９）。特許の独
占性が弱まることによる利潤確保機会の減少と
いう側面も併せ持つと考えてよい。上記の点か
ら，LOR宣言を行った登録特許（以後，LOR
特許）を分析することで，企業の差別化領域以
外での特許権のライセンスアウト活用意向を確
認できると考えた。
本稿の分析対象となる母集団は，1991年以降

に出願されたドイツ及びイギリス登録特許のう
ち，LOR宣言されたドイツ登録特許28,744件と，
LOR宣言されたイギリス登録特許21,324件であ
る。どちらもEP特許からの国内移行分（対象
国で年金支払いが確認された特許）も含む。な
おドイツの場合，特許登録前からLOR宣言が可
能となっているが，特許登録されたLOR特許の
みを分析対象としている。LOR宣言の重要な動
機の１つが特許料の減額にあるからである。母
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集団の抽出は，2014年12月時にOrbit.com／
FAMPAT10）を用いて実施した。またLOR特許
の抽出には，Orbit内に格納された欧州特許庁が
提供するINPADOC Legal Status PRSコード11）

を利用した。具体的にはドイツのLOR特許抽出
には，DE/8120およびDE/8320を指定し，イギ
リスのLOR特許抽出には，GB/746を指定した。
なお，LOR特許に関する実態分析の先行研究

としては瀬川らの研究12）があるが，①ドイツ・
イギリスとも分析母集団が権利存続中の特許に
限定されている点，②ドイツの母集団の分析の
ほとんどが登録特許に限定されていない点，③
主な件数のカウントをファミリー件数（１ファ
ミリー内に複数特許があった場合も１件とカウ
ントされる）としている点において異なる。
上記詳述した次章以降の母集団（中国のライ
センス特許，ドイツ・イギリスのLOR特許）に
ついて，表１にまとめる。

表１　各国の母集団

中国 欧州（ドイツ） 欧州（英国）

利用DB
Patent 
SQUARE
中国

Orbit.com
FAMPAT

DB抽出日 2014年12月時
出願日 1991年以降

種別 特許
（実用新案除く）

登録特許
（実用新案除
く）（EP特許
でドイツへの
国内移行分も
含む）

登録特許
（EP特許で英
国への国内移
行分も含む）

対象ライセ
ンス情報
（ソース）

特許実施許諾契
約の対象特許
（IPPH）

License Of Right対象特許
（Inpadoc Legal Status）

全件数 32,080件 28,744件 21,324件

3 ．	中国のライセンス実態

本章では，2．1で示した32,080件のライセン
ス登録された特許（以後，ライセンス特許）を
母集団に，内国人と外国人とに分け，技術分野
別の傾向，主要ライセンサーによるライセンス

動向を分析した結果を示す。
なお，各特許のライセンス情報の分析におい

て，複数のライセンス情報を有する特許につい
ては，最初のライセンス情報（「PatentSQUARE 
／中国」の「法律状態」に格納されているライ
センス情報で，最初に記載されているデータ）
のみを用いたことにご留意頂きたい。

3．1　全体傾向（内外比較）

中国でのライセンス動向を見るために，図１
にライセンス特許件数の推移を，内国人と外国
人とに分けて示す。

2008年以降，内国人のライセンス件数が急増
している。一方で外国人のライセンス件数は，
2008年以前から継続的に漸増傾向にある。
2008年に内国人のライセンス件数の急増は，

同年１月に施行された「ハイテク企業認定管理
弁法」の影響が大きいと考えられる13）。上記弁
法では，補助金や税の減免措置の対象となるハ
イテク企業認定の際，「直近３年間に自社にお
ける研究開発，譲り受け，贈与の収受，買収合
併などの方法，又は５年以上の独占許可（専用
実施権）の方法を通じて，その主たる製品（サ
ービス）の核心技術に対し自主知的財産権を有
したこと」を要件の１つとしている。このため，
中国国内の企業が競って知的財産権の確保に努
めた結果が，2008年以降のライセンス件数の急
増につながったものと考えられる。

図１　ライセンス件数の推移
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一方，外国人のライセンスは，2008年以前か
ら継続的になされており，内国人の動きとは対
照的である。
次に，図２に，内国人と外国人のライセンス
種別の割合を示す。

内国人のライセンスについては専用実施権が
大半を占めるのに対し，外国人のライセンスは
通常実施権の割合が大きい。
前述の「ハイテク企業認定管理弁法」では，「自
主知的財産権」の１つとして「５年以上の独占
許可（専用実施権）の方法を通じて」獲得した
知的財産権と規定されている。内国人によるラ
イセンスの大半が専用実施権であることは，
2008年以降のライセンス登録特許件数の急増が
ハイテク企業認定制度の影響に起因するという
推定を支持するものである。
以上の結果から，内国人と外国人のライセン
スの動機は大きく異なることが考えられるた
め，両者は区分して分析する必要がある。

3．2　内国人によるライセンス実態

（a）主要な技術分野
内国人のライセンス特許の技術的傾向を見る
ために，IPCメイングループ上位20を図３に示
す。ここで，技術的関連性の把握を容易にする
為に，IPCメイングループは分類順にソートし
た（以後，IPC分類は同様の表記方法を取る）。
医薬用等製剤（A61K****），化合物または医
薬製剤の特殊治療（A61P****）や，微生物ま

たは酵素（C12N****，C12R****）といった医薬，
バイオ系の技術が上位20の内の半分以上を占め
る。一方，分離技術（B01D****）や水または
汚泥処理（C02F****）といった環境技術，デ
ジタル情報伝送（H04L****）といった電信通
信技術も上位に入っている。
図３には，各IPCメイングループにおける主

な出願人（ライセンサー）を同時に示している。
大半の技術分野において，大きな割合を占める
ライセンサーはおらず，特定の技術分野につい
て一定の企業／研究機関が独占的にライセンス
している状況にはないことが分かる。
（b）主要ライセンサーのライセンス活動
内国人ライセンサー上位20を図４に示す。
上位20の内の大半を中国の大学が占めてお

り，中国の大学が積極的にライセンス提供を行
っている様子がうかがえる。
図４の内訳に主要なライセンシーを示してい

るが，「その他」の部分には多数のライセンシ
ーが含まれている。中国の大学の内訳は全て「そ
の他」となっており，中国の大学のライセンス

図２　ライセンス特許のライセンス種別

91 
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68 
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内国人

外国人

専用実施権 独占的通常実施権 通常実施権

サブライセンス クロスライセンス

図３　		内国人のライセンス特許のIPCメイングル
ープ上位20（内訳；主なライセンサー）

（件）
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先が非常に分散していることが分かる。一方，
企業（比亚迪，乐金电子（天津）など）は，特
定の企業（その企業の子会社/関連会社）にラ
イセンスしている。
（c）特定組織のライセンス活動省察
内国人として，ライセンス登録件数トップの

浙江大学を取り上げ，そのライセンス活動を説
明する。浙江大学のライセンシーを図５に示す。
図４でも示したとおり，浙江大学のライセン

シーは非常に分散しており，多数のライセンシ
ーに少数の特許をライセンスする傾向がある。
続いて浙江大学の中国出願特許の技術分野に

ついて，ライセンス特許（416件）とそれ以外
の非ライセンス特許（10,206件）とに区分して
図６に示す。

ライセンス特許の物理学（Ｇセクション）の
割合が小さい傾向にはあるが，基本的にライセ
ンス特許とそれ以外の特許とで技術分野に大き
な差異はない。浙江大学は，そこで研究した技
術の一部（約４％）を，特に選別することなく
ライセンスしているものと考えられる。
浙江大学のライセンシー所在地を図７に示す。

浙江大学は，主に浙江大学の所在地である浙
江省およびその隣接する省（江蘇省，安徽省）
の企業／研究機関にライセンスしている。
中国は，2008年から，「国家の技術移転の促
進行動に関する実施方案」を実行する重要方策
の１つとして，科学技術省が全国範囲で技術移
転のモデル化事業を組織・展開し，2012年まで
に浙江大学を含む276の組織を「国家技術移転
モデル機構」に認定して技術移転を促進してい
る14）。この流れに沿い，浙江大学もその近隣企

図４　		内国人のライセンス特許のライセンサー
上位20（内訳；主なライセンシー）

研究所

（件）

図５　浙江大学のライセンシー

図７　浙江大学のライセンシー所在地

図６　		浙江大学のライセンス特許／非ライセンス
特許の技術分野
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業への技術移転を推進してきたと考えられる。

3．3　外国人におけるライセンス実態

（a）主要な技術分野
外国人のライセンス特許の技術的傾向を見る

ために，IPCメイングループ上位20を図８に示す。

物理学（Ｇセクション）および電気（Ｈセク
ション）が上位20の大半を占めており，図３で
示し内国人とは技術分野が大きく異なる。情報
記録（G11B****），光の強度，偏光等制御技術
（G02F****）や，画像通信（H04N****），デジ
タル情報伝送（H04L****）といった電子機器
技術が上位を占めている。
図８には，各IPCメイングループにおける主
要ライセンサーを同時に示しているが，どの技
術分野においても一部の特定企業がライセンス
の主体であり，こちらも図３に示した内国人の
状況とは大きく異なることがうかがえる。

（b）主要ライセンサーのライセンス活動
外国人ライセンサー上位20を図９に示す。

日立ディスプレイ，パナソニック，日立製作
所といった日本企業が上位20の内の半分以上を
占めている。
図９の内訳に主要なライセンシーを示してい
る。図４で示した内国人（中国）の企業同様，
外国人も少数の特定企業にライセンスする傾向
がうかがえるが，外国人の場合は，その企業の
子会社／関連会社以外の中国企業も含まれる点
で，内国人とは異なっている。
ここで留意すべきは，外国人のライセンサー

の上位に，中国で積極的に事業展開している自
動車メーカーが入っておらず，またタイヤメー
カーも一部のメーカー（Michelin）しか入って
いない点である。これまで示したように，中国
のライセンス情報を分析することで，中国にお
ける中国企業，中国の大学および外国企業のラ
イセンス活動の状況の一端を知ることができる

図８　		外国人のライセンス特許のIPCメイングル
ープ上位20（内訳；主なライセンサー）

（件）

図９　		外国人のライセンス特許のライセンサー
上位20（内訳；主なライセンシー）

（件）
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訳であるが，それが全てではないことは十分認
識しておくべきであろう。
（c）特定組織のライセンス活動省察
外国人として，日本企業を除くライセンス件

数トップのSamsung Electronicsを取り上げ，
そのライセンス活動を説明する。Samsung 
Electronicsのライセンシーを図10に示す。

図９で述べたように，Samsung Electronics
も少数の特定企業にライセンスしているが，恵
州三星電子を除き，子会社／関連会社ではない
中国企業にライセンスしている。
Samsung Electronicsの中国出願特許の技術

分野について，ライセンス特許と非ライセンス
特許とに分けて図11に示す。

Samsung Electronicsは，物理学（Ｇセクシ
ョン）および電気（Ｈセクション）に係わる特
許のみをライセンスしている様子がうかがえる。
ライセンス特許の技術の傾向を詳細に検討す
るため，Samsung Electronicsの中国出願特許
のIPCメイングループ上位20を図12に示す。

情報記録（G11B****）および画像通信（H04N
****）といったDVDやテレビ関連特許がライ
センスされている一方，光の強度，偏光等制御
（G02F****）および半導体装置（H01L****）
といった液晶や半導体装置技術等の自社シェア
の高い技術はライセンスされていない。図10で
述べたとおり，ライセンス先がSamsung 
Electronicsの子会社／関連会社ではない中国企
業であることも勘案すると，市場のコントロー
ルの考え方（独占，市場拡大，競争過多）等に
基づきライセンス特許／技術を選別していると
推察される。

4 ．	欧州でのLORの活用実態

本章では，欧州でのLOR活用実態を分析する
為に，主に2．2で抽出したドイツのLOR特許
28,744件とイギリスのLOR特許21,324件を母集
団に分析した結果を示す。一部，全体の登録件
数との比較や，国をまたがった活動の分析等で，
特許ファミリー情報（Orbit.com／FAMPAT）
を用いたファミリー件数結果を別途示す場合が
ある。
ドイツ，イギリス別に主要な技術分野や主要

図10　Samsung	Electronicsのライセンシー

図11　		Samsung	Electronicsのライセンス特許／
非ライセンス特許の技術分野

図12　		Samsung	Electronicsのライセンス特許／
非ライセンス特許の技術分野の比較

（件）
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出願人のLORの利用実態を分析した結果を示し
たうえで，主要出願人が両国でどうLORの使い
分けているかを詳細に分析した結果を示す。

4．1　ドイツでの活用実態

ドイツの状況を示す。ドイツでは，出願後い
つでもLOR宣言が可能である。
（a）主要な技術分野
最初にLORが利用される技術分野の傾向を
みるためにドイツ登録特許とLOR宣言された登
録特許（以後LOR特許）について，IPＣセクショ
ンのファミリー件数（Orbit.com／FAMPAT）
を比較した（図13）。

登録全件の技術分野の傾向と比較すると，
LOR特許に多くみられる分類は，機械工学（Ｆ
セクション），物理学（Ｇセクション），電気（Ｈ
セクション）である。反対に，生活必需品（Ａ
セクション），化学（Ｃセクション），固定構造
物（Ｅセクション）はLOR特許において比率が
低くなっている。
次に図14に，LOR特許のIPCメイングループ
上位20位（内訳：主要出願人）を示す。
上位20の分類は，大きくは自動車関連，オー
ディオビジュアル関連，コンピュータ関連，放
射線診断装置関連に分けられる。
自動車関連の技術は，燃焼機関（F02*****）
や車両一般（B60*****）などであり，ドイツ
と日本の自動車系企業がLORを利用しているこ
とがわかる。例えば１位の燃料噴射制御装置
（F02D41/*）では，VOLKSWAGEN，ROBERT 

BOSCH，DAIMLER等ドイツ自動車系企業が
５割以上を占める。
オーディオビジュアル関連の技術は，光学デ
ィスク（G11B7／*）やテレビジョン（H04N****） 
などであり，ドイツや日欧米の電機メーカーが
LORを利用していることがわかる。例えば２位
のテレビの細部（H04N5／*）をはじめとした
画像通信（H04N****）の分野では，SIEMENS
やTECHNICOLOR，PHILIPS等の電機メーカ
ーの利用がみられる。
コンピュータ関連技術は，デジタル情報伝送

（H04L****）や半導体装置（H01L****）など
であり，三菱電機やIBM，PHILIPS等がLORを
利用していることがわかる。
放射線診断装置関連の技術は，診断（A61B*

***）や磁気測定装置（G01R33／*）であり，
SIEMENSやPHILIPSが利用していることがわ
かる。
LOR特許全件における生活必需品（Ａセクシ

図13　IPＣセクション別件数の比率

図14　		LOR特許のIPCメイングループ上位20（内
訳；主要出願人）

（件）
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ョン）の比率は７％と小さいが，メイングルー
プで比較すると放射線診断装置関連の分類であ
る診断用装置（A61B6／*），診断用測定，記録
（A61B5／*），磁気共鳴装置（G01R33／*）が
上位に出現する。これらの分類の主要出願人で
あるSIEMENSのLOR利用率を表２に示した。
ドイツ登録特許全件におけるLOR利用率は６％
だが，診断技術（A61B****）においては35％，
放射線診断用装置（A61B／*）では58％の利用
率となっている。このことからSIEMENSのこ
の技術分野でのLORの積極的な活用の方針が推
測される。

表２　SIEMENSのLOR利用率

DE登録 LOR特許 LOR利用率
全体 37,858件 2,216件 6％
A61B**** 2,768件 974件 35％
A61B 6/* 1,340件 779件 58％
（注）  Orbit.com/FAMPATによる1991年以降出願のファミ

リー数。

（b）主要出願人のLOR活用実態
図15にLOR特許全件における出願人国籍の比

率を示す。なお，SIEMENS，PHILIPS，
TECHNICOLOR，AGFA GEVAERTなど複数
国から出願している出願人は代表国（順にドイ
ツ，オランダ，フランス，ベルギー）に集約し
て集計した。
出願人国籍別ではドイツが半数以上を占めて

おり，日本が２割，次いでアメリカ，フランス，
オランダが続く。

続いて，LOR特許出願人の上位20を表３に示

す。なお同表においては，図15の出願人国籍の
内訳がわかるように，出願人国籍別に示してい
る（図15と同様に出願人は代表国の国籍に集
約）。合わせて表中に示した「各国比率」は出
願人国毎のLOR特許件数に対する比率，「全体
比率」はLOR特許全件に対する比率である。

上位20の出願人でLOR特許全件のうちの63％
（18,326件）を占めている。またこの上位の出
願人の約半数を，自動車系（VOLKSWAGEN，
DAIMLER，AUDI等）が占めている。続いて
情報通信系，電機系（SIEMENS，三菱電機，
IBM等）の出願人が上位にいることがわかる。
図16に，表３で示した上位20のLOR宣言年別

の件数推移（内訳は登録前，登録後１年未満，
登録後１年以上経過後にLOR宣言をしたもの）
を示す。出願人の並びは表３と同じである。
なお，2012年以降にデータが現れていないの

は，対象のPRSコードが変更された為である。
ドイツの出願人は登録前にLOR宣言してい
ることが特徴であり，90年代からほぼ毎年LOR
宣言している場合が多い。一方，IBMや
PEUGEOT CITROEN等は2007年頃からLOR利

図15　出願人国籍別比率

表３　LOR特許上位出願人のLOR特許件数
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用を開始し，利用開始時には登録から経年後の
ものを一括してLOR宣言し，その後は登録とほ
ぼ同時にLOR宣言している。これは，LOR宣
言開始時に棚卸を実施した後は，登録までに
LOR利用の可否を見極めていると推測できる。
特定の年にまとまった件数をLOR宣言してい

る出願人についてその企業の動向を重ねると，
LOR利用が促進された一因が見えてくると思わ
れる。例えばDAIMLERは，2007年にクライス
ラーの協業体制の解消後の2008年と2009年に
LOR宣言が増加している。またTECHNICOLOR
では，前身であるTHOMSON MULTIMEDIA
民営化（1995年）後の1997年にLOR宣言を開始，
THOMSON MULTIMEDIAがTECHNICOLOR
の買収時（2000年）にもLOR宣言の件数が多く，
さらに社名がTECHNICOLORに変更した2010
年を挟む数年もLOR宣言件数が増加している。
このように，LOR宣言が増加している年はその
出願人の組織改編などを転機に棚卸が実施さ
れ，維持年金削減の効果を享受していると推察
される。

4．2　イギリスでの活用実態

イギリスの状況を示す。イギリスは登録後に
LORの宣誓が可能である。
（a）主要な技術分野
登録ファミリー件とそのうちLOR宣言され
た全件のIPＣセクションのファミリー件数
（Orbit.com/FAMPAT）を比較した（図17）。

登録約88万件に対してLOR宣言されているの
は約2.2万件であり，登録特許に対して約2.5％
がLOR宣言されているのがわかる。また登録全
件と比較してLOR宣言されたものは，物理学（Ｇ
セクション），電気（Ｈセクション）の比率が
高く，生活必需品（Ａセクション），化学（Ｃ
セクション）の比率が低くなっている。
続いて図18に，IPCメイングループランキン

グ上位20（内訳：主要出願人）を示す。
図18より，自動車関連，コンピュータ関連，
オーディオビジュアル関連の３つの技術分野が
読み取れる。
自動車関連の技術は，排気装置（F01N****），
燃焼機関の制御（F02D****）であり，図示し
ていないが，併せて付与されたCPCメイングル
ープでは，ハイブリッド制御（B60K****），車
両制御（B60W****），環境負荷軽減（Y02T**
**）も出現しており，主要出願人は，トヨタ，
PEUGEOT CITROEN等である。
コンピュータ関連の技術は，デジタルデータ
処理（G06F****），半導体装置（H01L****），

図16　LOR特許上位出願人のLOR宣言推移 図17　IPＣセクション別件数の比率
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デジタル情報伝送（H04L****）であり，主要
出願人はIBM，PHILIPS，三菱電機等である。
オーディオビジュアル関連の技術は，光学デ

ィスク（G11B****），テレビジョン（H04N****）で
あり，主要出願人はPHILIPS，TECHNICOLOR，
ソニー等である。
（b）主要出願人のLOR活用実態
図19にLOR宣言されたものの出願人国籍別比

率を示す。なお，ここでも，複数国から出願し
ている出願人は代表国の国籍に集約している。

出願人国比率が最も高いのは日本（9,780件）
で，次いでアメリカであり，３位以下はフラン
ス，オランダ，ドイツ，ベルギー等の欧州勢が

続くが，分析対象のイギリスが少ないのが特徴
的である。
続いて，LOR特許出願人の上位20を表４に示

す。なお同表においては，図19の出願人国籍の
内訳がわかるように，出願人国籍別に示してい
る（図19と同様に出願人は代表国の国籍に集約）。

出願人上位20で，LOR宣言されたものが全体
の約87％（各国別の他とその他を除いた全体比
率）を占めることがわかる。このうち代表的な出
願人は，電機系（IBM，PHILIPS，TECHNICOLOR
等）と自動車系（トヨタ，PEUGEOT CITROEN，
FORD等）である。
図20に，表４で示した上位20のLOR宣言年別

の件数推移（内訳：登録後１年未満にLOR宣言，
登録後１年以上でLOR宣言したもの）を示す。
出願人の並びは表４と同じである。
図20より２つのパターンが読み取れる。
１つ目は，当初にまとまった件数を登録後１

年以上でLOR宣言し，以後は継続して登録後１
年未満でLOR宣言しているパターンで，出願人
は，IBM，TECHNICOLOR，PHILIPS等が該

表４　LOR特許上位出願人のLOR特許件数

図18　		LOR特許のIPCメイングループ上位20（内
訳；主要出願人）

（件）

図19　出願人国籍別比率
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当する。これらの企業は，LOR宣言の開始した
時期にある程度まとめて宣言し，以後は登録後１
年未満で宣言していることから，LORを組織的
に活用する体制が構築されたことが推定される。
２つ目は，登録後１年以上でLOR宣言するパ
ターンで日本企業に多くみられる。加えてこの
日本企業のグループは，ほぼ毎年定期的に実施
しているグループと，不定期にまとめて実施し
ているグループに分かれる。どちらも時期的な
違いはあるものの，特許の棚卸を行っているも
のと推定される。

4．3　LORの使い方

ドイツ，イギリスそれぞれのLOR件数上位10
の主要出願人について，両国でどうLORを使い
分けているかについて分析を進める。本節にお
いては，両国で共通する内容の分析も行う為，
特許ファミリー情報（Orbit.com／FAMPAT）
を用いたファミリー件数結果を提示する。

（a）主要出願人のLORの利用状況
まず主要出願人の両国におけるLORの利用

率（LOR特許件数／登録特許全体件数）を表５
に示す。表５では，後述する２グループ別に
LOR率の降順にて上位出願人を並べている。尚
IBM，TECHNICOLOR，PHILIPS，三菱電機，
パナソニックの５社は，ドイツ／イギリス両方
においてLOR件数上位10に入っている。

各出願人のLOR利用率をドイツとイギリス
で比較すると，まず，ドイツでのみLORを利用
し，イギリスではほとんど利用していない（１
％以下）出願人５社（グループＡ）と，ドイツ
／イギリスの両国でLORを利用している出願人
の10社（グループＢ）に大別することができる。
グループＡは，いずれもドイツを本拠地とす
る企業であり，母国出願でのみLORを利用して
いるのが特徴的である。特にVOLKSWAGEN
は，ドイツでのLOR利用率が55％と高く，他企
業に比べても突出しているが，イギリスでの
LOR特許は１件もないという極端な偏りが見ら
れる。これらの５社にはドイツ（母国）でのみ
LORを利用する意向が見て取れるが，そのよう
な施策を取る理由の１つとして，ドイツはイギ
リスに比べて年金が高くLORによる費用低減の
メリットが大きいことが考えられる。
グループＢの10社は，いずれもドイツ／イギ
リス以外を本拠地とする企業であり，LOR利用

表５　主要出願人のLOR利用率

図20　LOR特許上位出願人のLOR宣言推移
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率にはバラつきがあるが，ドイツよりもイギリ
スの方が高いという点において共通している。
日系メーカーは，電機関連企業及び自動車関連
企業の計５社がランクインしている。ここでイ
ギリス優位の理由としては，ドイツLOR法規の
方が権利者の意図に反して独占性を失うリスク
（宣言の取り下げ条件，実施権発生の条件）が
より高いことが，これらの企業におけるドイツ
でのLOR利用施策に影響を与えているかもしれ
ない。
（b）主要出願人の権利化施策とLOR施策
次に，各出願人の権利化施策とLOR施策の比

較という視点から検討をする。
表５と同じ出願人に関し，登録特許全体と

LOR特許のそれぞれについて，ドイツ単独出願
（独単独）／英独両国のファミリーを持つ出願
（両国）／イギリス単独出願（英単独）の件数対
比を表６に示す。同表では，出願人毎の傾向の
違いが理解できるように，上述したグループ別
に，件数推移の対数近似曲線の係数の昇順に出
願人を配置した。ここで，「分布」の項に記し
た棒マークは，対比した件数の大小を棒マーク
の大きさとして図示したものであり，左端が「独
単独」，中央が「両国」，右端が「英単独」の件
数を示している。これは，対数近似曲線により
機械的に似た傾向を持つ出願人を並べた結果
を，視覚的に理解できるようにする為である。

グループＡの出願人は共通の特徴として，登
録特許全体でもLOR特許でも「英単独」が最少
である。すなわち，これらの企業は権利化施策
とLOR利用施策の対象がドイツ（母国）寄りと
いう点で一致している。
これに対し，グループＢの出願人では様々な

パターンを確認できる。PEUGEOTをはじめ多
くの企業（７社）では，権利化施策は「両国」
が最多であるがLOR施策は「英単独」が最多と
なる点で共通しており，明らかにイギリス偏重
のLOR施策が目立つ。一方でTECHNICOLOR
のように，権利化施策およびLOR施策のいずれ
も「両国」が最大であり，ドイツ・イギリス共
通化の傾向が最も強い企業もある。他にも，権
利化施策は「独単独」が最大であるがLOR施策
では「英単独」に大きく偏る企業や，権利化施
策で「独単独」に偏るが，LOR施策は「両国」
が少ない独特の施策となる企業も確認できる。
以上の通り，グループＢの出願人は，権利化施
策とLOR施策が必ずしも一致しておらず，その
態様も様々であり，各社が独自の要因に基づく
LOR施策を採用しているものと考えられる。

5 ．	さいごに

本稿では，元来外部から網羅的に分析するこ
とが難しいライセンス活動について，中国・欧
州の特許ライセンス情報に着目し，情報が蓄積
される背景とともに実態分析を進めた。
中国では，内国人・外国人が其々異なる背景

に基づくが，他の国では容易に観察できない多
くの特許ライセンス実態を確認できた。内国人
のライセンス活動では，ハイテク企業認定によ
る影響が非常に色濃く出ているとともに，各地
方における主要大学を中心とした周辺地域企業
への技術移転施策の成果と捉えることが重要で
ある。一方外国人のライセンス活動においては，
海外送金の証明材料としてライセンス情報の特
許庁への登録の必要性を想定していたことが大

表６　主要出願人の権利化施策とLOR施策の比較

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 65　No. 10　2015 1391

きいと思われる。本稿に示したように，業種や
企業によってはほとんどライセンス情報が登録
されていない点も留意する必要があるが，企業
のライセンス活動の実態分析を進めることで重
要な知見が得られる可能性も大いにあるだろう。
欧州（ドイツ・イギリス）のLOR特許（登録
特許のみ）においては，主要な自動車・家電メ
ーカーを中心としたLOR活用の実態を確認でき
た。同業界ではクロスライセンスや標準化が活
発に行われている点も，LORの積極的な活用に
影響を与えていると推測される。対象特許のラ
イセンス許容度が高い分野においては，年金削
減のメリットが非常に魅力的に映ると考えられ
る。また本稿の分析では確認できていないが，
現実的に特許だけでは実施できない分野（他の
技術ノウハウや設備上の障壁が大きい分野）も
LORの利用には向いているかもしれない。一方
で全ての特許をLOR登録している企業がいない
ように，対象特許において市場独占性を発揮さ
せたい領域の特許はLOR登録されることはない
と考える。この点からLORの有無によって，企
業の保有特許のコア・非コア領域の分析といっ
たアプローチも可能と考える。
本稿が，通常容易に観察できないと考えられ
ている業界や企業に対するライセンス活動が，
公開された特許情報の分析により実現できると
いう可能性を提示する一方で，逆に他社から分
析されるリスクも存在することを，広く会員企
業に周知できる一助となれば幸甚である。
なお，本研究に携わった2014年度情報検索委
員会第２小委員会委員は，平山 貴浩（大日本
印刷，小委員長），岩崎 淳（小糸製作所）， 
柴原 庸介（タツタ電線），武田 領子（昭和電工），
利根川 裕（三菱重工），名城 朝子（住友電工
知財テクノセンター）である。
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